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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
二
十
八
号

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
一
部
の

施
行
に
伴
い
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年

法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
十
七
条
の
十
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一

年
労
働
省
告
示
第
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置

第
二

派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置

一

労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
の
就
業
条
件
の
確
認

一

労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
の
就
業
条
件
の
確
認

派
遣
先
は
、
労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
行
う
に
際
し
て
は

派
遣
先
は
、
労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
行
う
に
際
し
て
は

、
就
業
中
の
派
遣
労
働
者
を
直
接
指
揮
命
令
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者

、
就
業
中
の
派
遣
労
働
者
を
直
接
指
揮
命
令
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者

か
ら
、
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
に
伴
う
責
任
の
程
度
、
当
該
業
務
を

か
ら
、
業
務
の
内
容
、
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
知

遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
、
技
術
又
は
経
験
の
水
準
そ
の
他

識
、
技
術
又
は
経
験
の
水
準
そ
の
他
労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
に
際
し
定

労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
に
際
し
定
め
る
べ
き
就
業
条
件
の
内
容
を
十
分

め
る
べ
き
就
業
条
件
の
内
容
を
十
分
に
確
認
す
る
こ
と
。

に
確
認
す
る
こ
と
。

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

九

適
正
な
派
遣
就
業
の
確
保

九

適
正
な
派
遣
就
業
の
確
保

適
切
な
就
業
環
境
の
維
持
、
福
利
厚
生
等

適
切
な
就
業
環
境
の
維
持
、
教
育
訓
練
、
福
利
厚
生
等

（一）

（一）

派
遣
先
は
、
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
て
い
る
派
遣
労
働
者

派
遣
先
は
、
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
て
い
る
派
遣
労
働
者

に
つ
い
て
、
派
遣
就
業
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た

に
つ
い
て
、
派
遣
就
業
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
定
め
る
も

め
、
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
条
第
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ク

の
の
ほ
か
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
適
切
な
就
業
環

シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
適
切
な
就
業
環
境
の
維
持
、
そ
の

境
の
維
持
並
び
に
派
遣
先
が
設
置
及
び
運
営
し
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働

雇
用
す
る
労
働
者
が
通
常
利
用
し
て
い
る
診
療
所
等
の
施
設
の
利
用
に

者
が
通
常
利
用
し
て
い
る
物
品
販
売
所
、
病
院
、
診
療
所
、
浴
場
、
理

関
す
る
便
宜
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
派

髪
室
、
保
育
所
、
図
書
館
、
講
堂
、
娯
楽
室
、
運
動
場
、
体
育
館
、
保

遣
先
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
派
遣

養
施
設
等
の
施
設
の
利
用
に
関
す
る
便
宜
の
供
与
の
措
置
を
講
ず
る
よ

元
事
業
主
の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣

う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
派
遣
先
は
、
労
働
者

労
働
者
が
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
等

派
遣
法
第
四
十
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
派
遣
元
事
業
主
の
求
め

の
教
育
訓
練
、
福
利
厚
生
等
の
実
状
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

に
応
じ
、
当
該
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
賃
金
、
教
育
訓
練
、

を
派
遣
元
事
業
主
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
派
遣
元
事
業
主
が
当
該
派

福
利
厚
生
等
の
実
状
を
よ
り
的
確
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を

遣
労
働
者
の
職
務
の
成
果
等
に
応
じ
た
適
切
な
賃
金
を
決
定
で
き
る
よ

派
遣
元
事
業
主
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
派
遣
元
事
業
主
が
当
該
派
遣

う
、
派
遣
元
事
業
主
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
職
務

労
働
者
の
職
務
の
成
果
等
に
応
じ
た
適
切
な
賃
金
を
決
定
で
き
る
よ
う

の
評
価
等
に
協
力
を
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

、
派
遣
元
事
業
主
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
職
務
の

評
価
等
に
協
力
を
す
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
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労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額

労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額

（二）

（二）

イ

派
遣
先
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
二
十
六
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ

派
遣
先
は
、
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
の
決
定
に
当
た
っ
て

り
、
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
に
つ
い
て
、
派
遣
元
事
業
主

は
、
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
の
就
業
の
実
態

が
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
協
定
に
係
る
労
働
者

、
労
働
市
場
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
賃
金
水
準
が

派
遣
以
外
の
労
働
者
派
遣
に
あ
っ
て
は
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の

、
当
該
派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
し
て
い

三
の
規
定
、
同
項
の
協
定
に
係
る
労
働
者
派
遣
に
あ
っ
て
は
同
項
第

る
労
働
者
の
賃
金
水
準
と
均
衡
が
図
ら
れ
た
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な

二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
協
定
の
定
め
を
遵

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
派
遣
先
は
、
労
働
者
派
遣
契
約
の
更

守
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

新
の
際
の
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、

な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
配
慮
は
、
労
働
者
派
遣
契
約
の

そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
の
就
業
の
実
態
、
労

締
結
又
は
更
新
の
時
だ
け
で
は
な
く
、
当
該
締
結
又
は
更
新
が
な
さ

働
市
場
の
状
況
等
に
加
え
、
当
該
派
遣
労
働
者
が
従
事
す
る
業
務
の
内

れ
た
後
に
も
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

容
及
び
当
該
業
務
に
伴
う
責
任
の
程
度
並
び
に
当
該
派
遣
労
働
者
に
要

ロ

派
遣
先
は
、
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
の
決
定
に
当
た
っ

求
す
る
技
術
水
準
の
変
化
を
勘
案
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

て
は
、
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
の
就
業
の

こ
と
。

実
態
、
労
働
市
場
の
状
況
、
当
該
派
遣
労
働
者
が
従
事
す
る
業
務
の

内
容
及
び
当
該
業
務
に
伴
う
責
任
の
程
度
並
び
に
当
該
派
遣
労
働
者

に
要
求
す
る
技
術
水
準
の
変
化
等
を
勘
案
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

教
育
訓
練
・
能
力
開
発

教
育
訓
練
・
能
力
開
発

（三）

（三）

派
遣
先
は
、
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
に
対

派
遣
先
は
、
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
に
対

し
て
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
を
実

し
て
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
を
実

施
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
派
遣
元
事
業
主
が
労
働
者
派

施
す
る
よ
う
配
慮
す
る
ほ
か
、
派
遣
元
事
業
主
が
労
働
者
派
遣
法
第
三

遣
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
に

十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、

当
た
り
、
派
遣
元
事
業
主
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
派
遣
元
事
業

派
遣
元
事
業
主
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
派
遣
元
事
業
主
と
協
議

主
と
協
議
等
を
行
い
、
派
遣
労
働
者
が
当
該
教
育
訓
練
を
受
講
で
き
る

等
を
行
い
、
派
遣
労
働
者
が
当
該
教
育
訓
練
を
受
講
で
き
る
よ
う
可
能

よ
う
可
能
な
限
り
協
力
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
た
当
該
教
育
訓

な
限
り
協
力
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
た
当
該
教
育
訓
練
に
係
る

練
に
係
る
便
宜
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
派
遣
元

便
宜
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
派
遣
元
事
業
主
が

事
業
主
が
行
う
そ
の
他
の
教
育
訓
練
、
派
遣
労
働
者
の
自
主
的
な
能
力

行
う
そ
の
他
の
教
育
訓
練
、
派
遣
労
働
者
の
自
主
的
な
能
力
開
発
等
に

開
発
等
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
こ
と
。

つ
い
て
も
同
様
と
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（四）

（四）

十
～
十
八

（
略
）

十
～
十
八

（
略
）


